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公募型プロポーザル方式による町有財産売却　提案募集要項
（糟屋郡新宮町大字立花口字名子山２１７０番２３外１筆の土地）







令和８年１月
新宮町　総務課・健康福祉課

１　提案募集の趣旨
　　新宮町が所有する未利用財産について、その有効活用を図るため売却することとしました。また、本件財産が所在するエリアは、都市計画法上の市街化調整区域ではありますが、「新宮町都市計画マスタープラン」において、令和8年3月から「障がい者や高齢者のための福祉ゾーンとして整備・保全します。」と改定される見込みです。地域に根ざした福祉サービスや魅力的な発想のサービスを提供する等本町の福祉行政に最も寄与すると認められる者を本件財産売却に係る優先交渉権者とするため、公募型プロポーザル方式により募集することとしました。

２　物件の内容
　　売却を予定し、提案を募集する物件は、新宮町が所有する新宮町大字立花口字名子山２１７０番２３の土地及び立花口字名子山２１７０番５２の土地（以下「本物件」といいます。）であり、未利用となっています。詳細は、次のとおりです。
(１)　所在地
　　ア　位置図
　　　　別紙１「位置図」を御参照ください。航空写真のため、若干のずれが生じる場合があります。
　　イ　所在地、面積等
	所在地
	登記地目
	面積（実測）
	備考

	新宮町大字立花口字名子山２１７０番２３
	原野（山林）
	12,054.51㎡
	

	新宮町大字立花口字名子山２１７０番５２
	原野（山林）
	1,544.61㎡
	


　
(２)　予定価格
本物件売却に係る予定価格は、３２，３８３，０００円とします。この予定価格は、不動産鑑定により算出した不動産価格に測量費と鑑定費等を加えたものです。応募者が提案する売却希望価格は、この予定価格以上であることを必須とします。

(３)　区域区分
市街化調整区域

３　応募要件
本物件売却に係る公募型プロポーザルに応募する者（以下「応募者」という。）は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
(１)　本要項、参考資料、現地、関係規則等を十分確認した上で応募する者であること。
(２)　各関係法令を遵守すること。
(３)　土地の購入に必要な資力を有していること。
(４)　地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(５)　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(６)　新宮町暴力団排除条例（平成２２年新宮町条例第６号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、及び次に掲げる暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
ア　暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
イ　暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその運営を支配している事業者
ウ　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者（事業者を含む。）
エ　暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約を締結している者（事業者を含む。）
オ　暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者
カ　役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき関係を有している者（事業者を含む。）
キ　本物件を、福岡県暴力団排除条例に規定する暴力団事務所の用に供しないこと。
※契約の相手方が暴力団等であるか否かについて福岡県警粕屋警察署に意見を聴くことがあります。
(７)　納付すべき国税及び地方税を滞納していないこと。
(８)　社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する社会福祉事業を営む法人であり、主たる事業所が、糟屋郡の各町、福岡市東区、古賀市、福津市、宗像市内のいずれかに所在し、かつ、１年以上の実績があること。
(９)　確実な事業実施と継続、安定した福祉事業の運営を行うための十分な経営基盤及び事業に対する知識経験を有すること。
(10)　売買契約を締結した者（以下「買受者」という。）に対し課せられる制約的条件は概ね次に掲げる事項のとおりであり、これを了承の上で応募するものであること。
ア　本物件の所在地の区域区分は、市街化調整区域であるため、開発行為は、福岡県開発審議会の議を経て認められるものであること。そのため、都市計画法に基づく開発行為等の審査基準（福岡県建築都市部開発・盛土指導課）、新宮町建築及び開発行為等指導要綱等をあらかじめ了知しておくこと。また、開発許可を受けるためには、開設する予定の社会福祉施設及び提供する福祉サービスの指定、指導、監督等を行う福岡県等の関係部局と関係法令、当該施設の開設に係る基準、配置計画等に照らし支障がないことについて、調整がとれたものであることが必要であることから、このことをあらかじめ了承の上「7、提案」を行うこと。
　　イ　本物件は、周知の埋蔵文化財包蔵地大刀洗池遺跡に該当していることから、工事等の際には、新宮町教育委員会の事前審査が必要であること。
　　ウ　本物件の引渡しは、物件引渡日現在における現状有姿での引渡しとし、引渡し時点で土地上に存する構造物、樹木、植栽、残置物及び地下埋設物についても本物件に含むものであること。
　エ　新宮町は、契約不適合責任を負わないものとすること。
　オ　地盤、土壌、地下埋設物等の土地に関する調査は、実施していないこと。
　　カ　本物件における伐採、抜根工事については、相当の費用を要することが想定されること。
　キ　本物件は、隣接地との高低差があり、また本物件についても起伏のある地形であるため、造成、擁壁工事等には、相当の費用を要することが想定されること。
　ク　本物件への上水道の引込み管は設置されていないこと。また、接面道路には、下水道本管の埋設がないこと。
　ケ　本物件の所有権移転登記に係る手続の一切は、買受者が行うものとし、その費用の一切は、買受者が負担するものとすること。
　
４　応募書類
応募者は、提案の募集期間内に以下の必要書類をお持ちいただくか、郵送にて新宮町総務課に提出してください。なお、提出書類の返却は、一切行いません。
(1) 公募型プロポーザル方式による町有財産売却参加申込書（様式第１号）
(2) 構成員名簿（別紙２）
(3) 履行事項全部証明書登記の役員確認書（様式第２号）
(4) 申込受付書(様式第３号）
(5) 誓約書(様式第４号）
(６)　立地計画書
(７)　事業計画書
(８)　法人の概要
　　　基本方針、運営方針など、事業の内容がわかるもの。また、町の福祉施策に寄与する内容があれば提出ください。
(９)　定款又は寄付行為
(10)　決算書（直近３期分）
(11)　事業経歴及び実績
(12)　法人登記事項証明書（原本）
(13)　国税、都道府県税、市町村税の未納のない証明書
(14)　印鑑登録証明書（直近１か月以内に発行されたもの）

5　提案の募集期間
　 令和８年２月９日（月）１７時まで

6　選考会の日程及び当日提出書類
(１)　日程及び場所
　　　日時：令和8年2月２４日（火）午前１０時３０分
　　　場所：福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目１番１号
　　　　　　新宮町役場２階第２会議室

(２)　当日提出書類
ア　受付処理済の申込受付書(様式第３号）
イ　購入希望金額提示書(様式第５号）：封入の上提出してください。
ウ　委任状(様式第６号)：代理人が公募申込に出席する場合に限ります。

(３)　受付
　　受付処理済の申込受付書及び代理人が購入希望金額提示書を提出する場合にあって
は委任状を、受付に提出してください。
　　　受付は、「(１)日時及び場所」に記載する日時の３０分前から１５分前までに行って
ください。

7　質疑
提案に当たり質疑がある場合は、様式第１号に記載したメールアドレスから新宮町総
務課にメール（shinsoumu@town.shingu.fukuoka.jp）で質問票（様式第７号）を送信してください。なお、質疑期限及び回答期限は以下のとおりとします。
○質疑期限：令和８年２月　９日（月）12時00分まで
○回答期限：令和８年２月１０日（火）17時00まで
　　なお、回答については、回答期限までに応募者全員にメールで行います。
　　様式第１号に記載されたメールアドレス以外からの質疑は受け付けられません。

8　スケジュール
　　令和８年１月２７日（火）　公募開始
　　　　　　２月　９日（月）　募集締切
　　　　　　２月１３日（金）　参加者決定　通知
　　　　　　２月２４日（火）　選考会・優先交渉権者の決定後、仮契約
　　　　　　３月中旬　　　　　議会議決後、本契約
　
9　優先交渉権者の決定
(１)　評価及び選定方法
　　　　本物件売却に係る優先交渉権者選定に際し、プレゼンテーションを実施し、評価を行います。評価は、以下の「（２）評価基準」に照らして実施します。令和７年度町有財産売却に係る優先交渉権者選考委員会の委員がそれぞれ評価項目について採点　　を行い、最優秀者１者、次点者１者を選定し、提出した提案書を決定した者及び決定しなかった者に対し、書面にてその旨を通知するものとします。

(２)　評価基準　（別紙選定基準）
ア　事業所開設法人名の実績
イ　施設の特色
ウ　人員配置
エ　基本方針・運営方針

10　失格事項
　　次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
(１)　提出書類等が期限内に提出されなかった場合
(２)　提出書類等に虚偽の記載があった場合
(３)　参加資格を満たさなくなった場合
(４)　審査等の公平性を害する行為があった場合
(５)　提出された見積額が予算額を下回っている場合

11　留意事項
(１)　本プロポーザルに要する一切の費用は参加者の負担とします。
(２)　企画提案書等の提出後は、原則として、記載内容の変更は認めません。
(３)　審査結果は、新宮町ホームページで公表するほか、プレゼンテーションに参加した全ての者に対し、書面で通知します。
(４)　参加者については、公表する場合があります。
(５)　参加者が１社のみの場合でも、選考会は実施し、選定の可否を決定します。
(６)　最優秀者が契約辞退した場合は、次点者へ交渉権が移ります。
(７)　他社の提案書等及び採点結果については、新宮町情報公開条例（平成１１年新宮町条例第２号）第９条及び同条第１０条に基づき非公表とします。

12　問い合わせ先
○本公募型プロポーザルの手続きあるいは土地に関すること
新宮町　総務課　管財担当
電話：092-963-1730
メールアドレス：shinsoumu@town.shingu.fukuoka.jp

○福祉サービスに関すること
新宮町　健康福祉課
電話：092-962-0239
メールアドレス：fukushi＠town.shingu.fukuoka.jp
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